
お
知
ら
せ

と　

 

き

ご
み
収
集

ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー

受
け
入
れ

14
日
（
水
）

○

○

15
日
（
木
）

×

○

16
日
（
金
）

×

○

17
日
（
土
）

○

○

　

生
活
環
境
課　

28
・
６
０
１
５

国
保
医
療
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

高
額
療
養
費
の
支
給

　

病
院
に
か
か
っ
て
１
か
月
の
医
療
費
の

自
己
負
担
額
が
世
帯
の
限
度
額
を
超
え
た

場
合
、超
過
分
が
後
で
支
給
さ
れ
ま
す
（
支

給
に
は
申
請
・
認
可
が
必
要
）。
該
当
世

帯
に
は
、
診
療
月
か
ら
約
３
か
月
後
に
、

は
が
き
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
の
で
手
続
き

し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
時
に
必
要
な
物

○
「
高
額
療
養
費
支
給
申
請
の
お
知
ら
せ
」

の
は
が
き

○
保
険
医
療
機
関
な
ど
に
支
払
っ
た
医
療

費
の
領
収
書

○
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証

○
認
め
印

○
振
込
先
口
座
の
わ
か
る
も
の

「
限
度
額
適
用
認
定
証
」
を
ご
存
知
で
す
か
？

　

ひ
と
つ
の
医
療
機
関
で
の
１
か
月
ご
と

の
支
払
い
が
、
限
度
額
を
超
え
る
こ
と
が

わ
か
る
場
合
（
入
院
・
外
来
は
別
計
算
）、

自
己
負
担
限
度
額
ま
で
を
医
療
機
関
な
ど

に
支
払
い
、
高
額
療
養
費
分
は
国
保
か
ら

直
接
医
療
機
関
に
支
払
う
制
度
が
あ
り
ま

す
。
こ
の
制
度
の
適
用
を
受
け
る
に
は
、

あ
ら
か
じ
め
申
請
し
、
認
定
証
を
医
療
機

関
な
ど
に
提
示
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

な
お
、
国
保
料
に
滞
納
が
あ
る
場
合
に

は
利
用
で
き
ま
せ
ん
。

　

各
庁
舎
市
民
窓
口
セ
ン
タ
ー

申
請
時
に
必
要
な
物

○
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証

○
認
め
印

○
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定

証
（
前
年
度
交
付
を
受
け
て
い
る
方
）

○
医
療
費
領
収
証
（
非
課
税
世
帯
で
過
去

１
年
間
に
91
日
以
上
入
院
を
し
た
方
は
、

そ
れ
を
証
明
す
る
も
の
）

○
所
得
証
明
書
ま
た
は
非
課
税
証
明
書

（
平
成
25
年
１
月
２
日
以
降
に
他
市
町
村
か

ら
転
入
さ
れ
た
方
）

○
本
人
確
認
で
き
る
書
類
（
免
許
証
な
ど
）

○
委
任
状
（
別
世
帯
の
方
が
手
続
き
す
る

場
合
）

自己負担限度額及び入院時の食事代に掛かる標準負担額

所得区分 自己負担限度額（月額） 食事代
（１食当たり）

課
税
世
帯

70 歳未満
上位所得の
方

150,000 円 ※１

260 円

70 歳未満
一般の方  80,100 円 ※２

70 ～ 74 歳
現役並み所
得の方

外来
限度額

（個人単
位）

44,400 円
　外来
＋入院
限度額
（世帯単
位）

80,100 円

70 ～ 74 歳
一般の方 12,000 円 44,400 円

非
課
税
世
帯

70 歳 未 満
の方 35,400 円 過去

1 年間
の入院
日数

90 日
まで 210 円

低 所 得 Ⅱ
の方　※３

外来
限度額

（個人単
位）

8,000 円

　外来
＋入院
限度額
（世帯単
位）

24,600 円
91 日
以上
※４

160 円

低 所 得 Ⅰ
の方　※３ 15,000 円 100 円

※１　医療費が 50 万円を超えた場合は、超えた分の１％が加算
※２　医療費が 267,000 円を超えた場合は、超えた分の１％が加算
※３　低所得Ⅱ…世帯全員が住民税非課税世帯の方
　　　（このうち所得区分ごとに必要経費・所得控除を差し引いた後の
　　　 所得が 0円となる世帯の方は低所得Ⅰとなります）
※４　入院日数が 91 日以上の場合には別に申請が必要

　国保医療課　国民健康保険係　28-6020

８
月
は
道
路
ふ
れ
あ
い
月
間
で
す

お
か
え
り
と　

道
の
向
こ
う
で　

待
つ
笑
顔

（
平
成
25
年
度
推
進
標
語
）

　

道
路
は
日
常
生
活
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な

い
公
共
施
設
で
す
。
道
路
の
重
要
性
を
再
確

認
す
る
と
と
も
に
、
道
路
の
正
し
い
利
用
に

努
め
ま
し
ょ
う
。

　

建
設
課　

28
・
６
０
３
４

８
月
15
日
・
16
日

ご
み
の
収
集
は
お
休
み
で
す

　
　

　

お
盆
休
み
の
ご
み
収
集
休
業
日
は
８
月

15
日
（
木
）
16
日
（
金
）
で
す
。
必
ず
確

認
し
、
休
業
日
に
ご
み
を
出
さ
な
い
よ
う

お
願
い
し
ま
す
。



敬
老
祝
い
金

 

敬
老
祝
い
金
の
対
象
と
な
る
方
へ
７
月

上
旬
に
口
座
届
出
書
を
郵
送
し
て
い
ま

す
。
ま
だ
提
出
さ
れ
て
い
な
い
方
は
、
お

忘
れ
の
な
い
よ
う
に
お
願
い
し
ま
す
。

提
出
期
限　

８
月
９
日
（
金
）

金　額

8,000 円

8,800 円

9,000 円

10,000 円

20,000 円

敬老祝い金対象者

80 歳（昭和 8年生まれ）

米寿（大正 15 年・昭和
元年生まれ）

90 歳（大正 12 年生まれ）

白寿（大正 4年生まれ）

100 歳以上
（大正 2年以前生まれ）

問
高
齢
介
護
課　

28
・
６
０
２
４

住
宅
・
土
地
統
計
調
査
を
行
い
ま
す

　

平
成
25
年
10
月
１
日
現
在
で
、「
住
宅
・

土
地
統
計
調
査
」
を
行
い
ま
す
。

　

こ
の
調
査
は
、
平
成
22
年
国
勢
調
査
の

調
査
区
の
中
か
ら
約
３
分
の
１
の
調
査
区

を
選
び
、
そ
の
地
区
内
の
世
帯
を
対
象
に

行
わ
れ
ま
す
。

　

８
月
下
旬
よ
り
、
県
知
事
が
任
命
し
た

調
査
員
が
調
査
対
象
地
区
を
訪
問
し
、
準

備
調
査
を
行
い
ま
す
。

　

そ
の
後
９
月
下
旬
よ
り
、
本
調
査
の
対

象
と
な
っ
た
世
帯
に
対
し
て
、
調
査
員
が

調
査
票
を
持
っ
て
訪
問
し
ま
す
の
で
、
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

総
務
課　

統
計
係　

28
・
６
０
０
２

各
種
手
当
の
現
況
届
・
所
得
状
況
届

の
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す

　

児
童
扶
養
手
当
、
特
別
児
童
扶
養
手
当
、

特
別
障
害
者
手
当
、
障
害
児
福
祉
手
当
の
対

象
者
は
、
支
給
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
年

１
回
８
月
に
現
況
届
ま
た
は
所
得
状
況
届
が

必
要
で
す
。
こ
の
届
出
を
し
な
い
と
８
月
分

以
降
の
手
当
が
受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
の

で
、
必
ず
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
届
出
の
受
付
は
８
月
中
の
予
定

で
、
受
給
資
格
者
に
は
別
途
通
知
し
ま
す
。

　

こ
ど
も
課　

28
・
６
０
２
７

生
活
福
祉
課　

28
・
６
０
２
３

川
之
江
庁
舎
福
祉
窓
口　

28
・
６
１
８
２

土
居
庁
舎
福
祉
窓
口　
　

28
・
６
３
２
１

新
宮
庁
舎
福
祉
窓
口　
　

28
・
６
４
０
３

集
会
所
等
整
備
事
業
の
補
助
に
つ
い
て

 

集
会
所
は
、
地
域
住
民
の
生
活
に
密
接

に
関
係
し
て
お
り
、
大
切
な
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
の
拠
点
で
す
。
市
で
は
、
集
会
所
の

新
築
、
増
改
築
、
改
修
な
ど
に
対
し
補
助

を
行
っ
て
い
ま
す
の
で
、
平
成
26
年
度
に

集
会
所
の
改
修
な
ど
を
計
画
し
て
い
る
自

治
会
な
ど
で
、
補
助
を
希
望
さ
れ
る
場
合

は
、
左
記
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

10
月
31
日
（
木
）
※
緊
急
の
場
合
を
除
く

注
意
事
項

○
補
助
対
象
や
補
助
率
な
ど
詳
細
は
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

○
事
前
着
工
し
た
場
合
は
、
補
助
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん

○
改
修
事
業
な
ど
の
補
助
を
受
け
た
施
設

は
、
施
設
に
著
し
く
影
響
を
及
ぼ
す
緊
急

の
場
合
を
除
き
、
当
該
年
度
以
降
、
原
則

５
年
間
補
助
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
。
長
期
的
な
改
修
計
画
を
立
て
る
と
と

も
に
、
日
頃
か
ら
の
適
切
な
維
持
管
理
を

お
願
い
し
ま
す

○
集
会
所
の
管
理
に
つ
い
て
は
、
特
に
火

災
の
予
防
に
努
め
る
と
と
も
に
、
建
物
火

災
保
険
の
加
入
を
確
認
し
、
加
入
忘
れ
が

な
い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い

　

市
民
交
流
課　

市
民
活
動
推
進
係

　

28
・
６
０
１
４

四
国
中
央
市
暴
力
追
放
推
進
大
会

　
「
暴
力
団
を
利
用
し
な
い
・
暴
力
団
を
恐

れ
な
い
・
暴
力
団
に
金
を
出
さ
な
い
・
暴

力
団
と
交
際
し
な
い
」

　

あ
ら
ゆ
る
暴
力
を
追
放
し
て
、
犯
罪
の

な
い
安
全
・
安
心
な
明
る
く
住
み
よ
い
四

国
中
央
市
に
す
る
た
め
、
四
国
中
央
市
暴

力
追
放
推
進
大
会
を
開
催
し
ま
す
。
専
門

家
を
招
い
て
の
講
演
や
相
談
コ
ー
ナ
ー（
民

事
介
入
暴
力
な
ど
）
の
開
設
、
愛
媛
県
警

察
音
楽
隊
と
地
元
吹
奏
楽
団
合
同
に
よ
る

ス
テ
ー
ジ
演
奏
な
ど
を
行
い
ま
す
。
入
場

無
料
で
す
。

　

９
月
７
日
（
土
）　

13
時
～
15
時

　

伊
予
三
島
運
動
公
園
市
民
体
育
館

　

市
民
く
ら
し
の
相
談
課

　

28
・
６
１
４
３

８
月
は
北
方
領
土
返
還
運
動

全
国
強
調
月
間
で
す

　

領
土
問
題
は
、
国
家
・
国
民
に
と
っ
て

基
本
的
な
問
題
で
あ
り
、
日
露
関
係
の
安

定
化
に
は
北
方
領
土
問
題
の
解
決
が
不
可

欠
で
す
。

　

ロ
シ
ア
と
の
北
方
領
土
返
還
交
渉
は
長

年
行
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
い
ま
だ
に
進
展

が
み
ら
れ
ま
せ
ん
。

　

一
日
も
早
い
北
方

領
土
の
返
還
を
実
現

す
る
た
め
、
北
方
領

土
問
題
に
対
す
る
関

心
と
理
解
を
よ
り
一

層
深
め
、
全
国
民
的

な
北
方
領
土
返
還
運

動
を
推
進
し
ま
し
ょ

う
。

　

総
務
課　

28
・
６
０
０
２



60
歳
か
ら
の
任
意
加
入
で
年
金
額

を
増
や
せ
ま
す
！

　　

国
民
年
金
の
老
齢
基
礎
年
金
は
、
40
年

間
（
４
８
０
か
月
）
の
保
険
料
を
納
め
る

と
、
満
額
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
60
歳
か
ら
65
歳
の
方
で
国

民
年
金
保
険
料
の
納
め
忘
れ
な
ど
に
よ
り
、

納
付
期
間
が
40
年
間
に
満
た
な
い
方
は
、

任
意
加
入
す
る
こ
と
で
、
受
け
取
る
老
齢

基
礎
年
金
を
増
や
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

満
額
の
老
齢
基
礎
年
金
額

78
万
６
５
０
０
円
（
平
成
25
年
度
）

国
民
年
金
保
険
料

月
額
１
万
５
０
４
０
円
（
平
成
25
年
度
）

※
保
険
料
の
納
付
は
原
則
口
座
振
替

　

各
庁
舎
市
民
窓
口
セ
ン
タ
ー

必
要
な
も
の

金
融
機
関
の
通
帳
、
届
出
印
、
年
金
手
帳

　

新
居
浜
年
金
事
務
所

０
８
９
７
・
35
・
１
３
６
２

市
民
窓
口
セ
ン
タ
ー　

28
・
６
０
１
８

若
者
応
援
企
業
宣
言
を
し
ま
せ
ん

か
？

　

若
者
（
35
歳
未
満
）
の
た
め
の
求
人
を

提
出
し
、
一
定
の
労
務
管
理
の
体
制
が
整

備
さ
れ
、
一
定
の
宣
言
基
準
を
満
た
し
て

い
る
企
業
を
「
若
者
応
援
企
業
」
と
し
て
、

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
が
積
極
的
に
Ｐ
Ｒ
な
ど
を

行
っ
て
い
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
最
寄
り
の
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

ま
た
は
愛
媛
労
働
局
職
業
安
定
課
に
お
問

合
せ
く
だ
さ
い
。

　

愛
媛
労
働
局　

職
業
安
定
課

０
８
９
・
９
４
３
・
５
２
２
１

終
戦
後
引
揚
者
か
ら
お
預
か
り
し
て
い

る
通
貨
、
証
券
な
ど
の
返
還
に
つ
い
て 

　

税
関
で
は
、
終
戦
後
外
地
か
ら
引
き
上

げ
た
方
が
、
上
陸
港
の
税
関
・
海
運
局
に

預
け
た
通
貨
や
証
券
な
ど
の
ほ
か
、
外
地

の
集
結
地
に
お
い
て
、
総
領
事
館
な
ど
に

預
け
た
証
券
な
ど
の
う
ち
、
日
本
に
送
還

さ
れ
た
も
の
を
お
返
し
し
て
い
ま
す
。

　

返
還
の
申
し
出
は
、
本
人
ま
た
は
家
族

の
方
が
行
え
ま
す
。
お
心
当
た
り
の
あ
る

方
は
お
問
い
合
せ
く
だ
さ
い
。

　

新
居
浜
税
関
支
署

　

０
８
９
７
・
32
・
３
４
０
５

新
居
浜
税
関
支
署　

三
島
出
張
所

　

23
・
５
５
７
４

地
域
産
業
保
健
セ
ン
タ
ー
を
ご
利

用
く
だ
さ
い

　

地
域
産
業
保
健
セ
ン
タ
ー
で
は
、
労
働

者
数
50
人
未
満
の
小
規
模
事
業
場
の
事
業

者
や
小
規
模
事
業
場
で
働
く
方
を
対
象
に

労
働
安
全
衛
生
法
で
定
め
ら
れ
た
保
健
指

導
な
ど
の
産
業
保
健
サ
ー
ビ
ス
を
無
料
で

提
供
し
ま
す
。

サ
ー
ビ
ス
の
内
容

○
医
師
か
ら
の
意
見
聴
取

○
有
所
見
者
の
保
健
指
導

○
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
の
相
談
・
指
導

○
長
時
間
労
働
者
へ
の
面
接
指
導

　

愛
媛
県
労
働
局　

健
康
安
全
課

０
８
９
・
９
３
５
・
５
２
０
４

四
国
中
央
地
域
産
業
保
健
セ
ン
タ
ー

０
８
０
・
５
９
５
２
・
８
５
１
８

夏
季
に
お
け
る
マ
リ
ン
レ
ジ
ャ
ー

集
中
安
全
推
進
活
動
に
つ
い
て

　

マ
リ
ン
レ
ジ
ャ
ー
が
活
発
と
な
る
夏
季

期
間
の
海
難
・
人
身
事
故
防
止
を
徹
底
す

る
た
め
、
集
中
的
な
安
全
推
進
活
動
及
び

小
型
船
舶
の
海
難
防
止
、
無
検
査
運
行
な

ど
の
法
令
遵
守
を
軽
視
し
た
行
為
に
対
す

る
積
極
的
な
指
導
・
取
り
締
ま
り
を
実
施

し
て
い
ま
す
。

夏
季
安
全
推
進
期
間

７
月
１
日
（
月
）
～
８
月
31
日
（
土
）

重
点
事
項

○
自
己
救
命
策
確
保
の
推
進

○
プ
レ
ジ
ャ
ー
ボ
ー
ト
な
ど
に
対
す
る
積

極
的
な
指
導
・
取
り
締
ま
り　

　

今
治
海
上
保
安
部　

警
備
救
難
課

０
８
９
８
・
22
・
０
１
１
８

中
退
共
の
退
職
金
制
度

　

事
業
主
の
み
な
さ
ん
、
安
全
・
有
利
・
手

軽
な
国
の
退
職
金
制
度
を
活
用
し
ま
せ
ん
か
。

○
掛
金
の
一
部
を
国
が
助
成

○
掛
金
は
全
額
非
課
税
、
手
数
料
不
要

○
社
外
積
み
立
て
で
簡
単
管
理

○
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
も
加
入
可

　

詳
し
く
は
、「
中
退
共
」
で
検
索
し
て

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

http://chutaikyo.taisyokukin.
go.jp/

　

独
立
行
政
法
人　

勤
労
者
退
職
金
共
済

機
構　

中
小
企
業
退
職
金
共
済
事
業
本
部

０
３
・
６
９
０
７
・
１
２
３
４

知
っ
て
ま
す
か
？
建
退
共
制
度

　

建
設
業
を
営
ん
で
い
る
み
な
さ
ん
、
安

全
・
確
実
・
手
軽
な
国
の
建
退
共
制
度
を

活
用
し
ま
せ
ん
か
。

○
掛
金
の
一
部
を
国
が
助
成

○
掛
金
は
全
額
非
課
税

○
経
営
事
項
審
査
で
加
点
評
価

○
提
携
施
設
の
割
引
サ
ー
ビ
ス
が
利
用
可

　

詳
し
く
は
、
建
退
共
愛
媛
県
支
部
へ
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

建
退
共
愛
媛
県
支
部

０
８
９
・
９
４
３
・
５
４
０
６



に
ス
タ
ン
プ
を
押
し
、
必
要
事
項
を
記
入

の
う
え
、
切
手
を
貼
っ
て
郵
送
い
た
だ
く

と
抽
選
で
50
名
に
各
市
ど
ち
ら
か
の
特
産

品
（
２
千
円
相
当
）
を
贈
呈
い
た
し
ま
す
。

（
一
人
一
通
限
り
有
効
）
な
お
、
発
表
は
賞

品
の
発
送
を
も
っ
て
か
え
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。

　

11
月
30
日
（
土
）
ま
で

※
当
日
消
印
有
効

　

観
光
交
流
課　

28
・
６
１
８
７

自
衛
官
募
集

　

パ
イ
ロ
ッ
ト
に
な
り
た
い
方
、
現
役
パ

イ
ロ
ッ
ト
（
海
・
空
）
の
話
を
き
い
て
み

ま
せ
ん
か
？

　

８
月
23
日
（
金
）
13
時
～
15
時

　

愛
媛
地
方
協
力
本
部
３
階
会
議
室

（
松
山
市
三
番
町
８
丁
目
３
５
２
・
１
）

　

18
歳
以
上
21
歳
未
満
（
平
成
26
年
３
月

卒
業
見
込
含
む
）

　

８
月
16
日
（
金
）
ま
で
に
ご
連
絡
く
だ

さ
い　

　

問
自
衛
隊
新
居
浜
出
張
所

　

０
８
９
７
・
32
・
５
３
９
６

８
月
は
電
気
使
用
安
全
月
間
で
す

　

夏
は
水
を
使
う
機
会
が
多
い
う
え
、
暑

さ
で
汗
を
か
き
や
す
く
な
る
た
め
感
電
事

故
が
多
く
発
生
し
て
い
ま
す
。
ぬ
れ
た
手

で
プ
ラ
グ
や
ス
イ
ッ
チ
を
触
る
と
感
電
す

る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。

　

電
気
製
品
を
扱
う
時
は
、
忙
し
い
時
で

も
、
手
を
よ
く
ふ
い
て
か
ら
取
り
扱
う
習

慣
を
つ
け
ま
し
ょ
う
。

　

電
気
安
全
の
ご
相
談
は
、
お
気
軽
に
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

　

一
般
財
団
法
人　

四
国
電
気
保
安
協
会

愛
媛
支
部
三
島
事
業
所　

24
・
１
８
６
０

看
護
師
復
帰
支
援
に
つ
い
て

　

育
児
や
介
護
で
ブ
ラ
ン
ク
の
あ
る
方
を

応
援
し
ま
す
！
看
護
師
と
し
て
も
う
一
度

チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
み
ま
せ
ん
か
？
無
料
で

受
講
で
き
ま
す
。

　

８
月
21
日
（
水
）
～
23
日
（
金
）

　

Ｈ
Ｉ
Ｔ
Ｏ
病
院
３
階
大
会
議
室

　

講
義
／
医
療
・
看
護
の
動
向
、
医
療
安

全
管
理
な
ど

演
習
／
採
血
、
バ
イ
タ
ル
サ
イ
ン
、
電
子

カ
ル
テ
操
作
、
病
院
看
護
実
習
な
ど

　

８
月
16
日
（
金
）

　

Ｈ
Ｉ
Ｔ
Ｏ
病
院　

人
事
課

59
・
６
３
８
０

任
期
付
職
員
採
用
試
験
に
つ
い
て

　

平
成
26
年
４
月
１
日
採
用
の
任
期
付
職

員
（
正
規
職
員
）
を
募
集
し
、
採
用
試
験

を
実
施
い
た
し
ま
す
。
職
種
は
、「
保
育
士
・

幼
稚
園
教
諭
」
で
、
任
用
期
間
は
採
用
後

３
年
間
（
勤
務
状
況
に
よ
り
最
長
５
年
ま

で
更
新
あ
り
）
と
な
り
ま
す
。

試
験
日
程

一
次
試
験　

11
月
２
日
（
土
）　

二
次
試
験　

11
月
下
旬
（
予
定
）

　

９
月
２
日
（
月
）
～
９
月
30
日
（
月
）

※
詳
細
は
、８
月
１
日
（
木
）
か
ら
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
又
は
人
事
課
で
配
布
す
る
実
施

要
綱
を
ご
覧
く
だ
さ
い

　

https://www.city.shikokuchuo.
ehime.jp/

　

人
事
課　

28
・
６
０
０
４

母
子
家
庭
等
就
業
支
援
講
習
会
（
無

料
）
受
講
生
募
集
！

【
パ
ソ
コ
ン
技
能
取
得
講
座
】

　

９
月
10
日
（
火
）
～
12
月
10
日
（
火
）

毎
週
火
・
木
曜
日
（
全
26
回
）
10
時
～
16
時

場
新
居
浜
市
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
ほ
か

　

ワ
ー
ド
、
エ
ク
セ
ル
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
、
会
計
ソ
フ
ト
な
ど
企
業
ニ
ー
ズ
を
踏

ま
え
た
演
習

　

母
子
家
庭
の
母
、
寡
婦
、
父
子
家
庭
の
父

　

20
名
（
全
日
程
可
能
な
方
）

　

８
月
22
日
（
木
）

　

こ
ど
も
課
経
由

　

愛
媛
県
母
子
家
庭
等
就
業
・
自
立
支
援

セ
ン
タ
ー　

０
８
９
・
９
０
７
・
３
２
０
０

朗
読
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
養
成
講
座（
無

料
）
受
講
生
募
集
！

　

９
月
３
日
（
火
）
～
10
月
15
日
（
火
）（
全

７
回
開
講
予
定
）
13
時
30
分
～
15
時
30
分

　

福
祉
会
館
１
階
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
室

　

白
石　

子
さ
ん

　

20
名

　

８
月
20
日
（
火
）

　
　

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー

　

28
・
６
０
３
９

別
子
・
翠
波
は
な
街
道
「
お
た
の

し
み
商
品
つ
き
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
」

　

四
国
中
央
市
、
新
居
浜
市
の
山
岳
観
光

ル
ー
ト
沿
い
の
６
施
設
（
霧
の
森
、
翠
波

高
原
、
て
ら
の
湖
畔
広
場
、
マ
イ
ン
ト
ピ

ア
別
子
、
東
平
記
念
館
、
森
林
公
園
ゆ
ら

ぎ
の
森
）
に
設
置
し
て
い
る
ス
タ
ン
プ
の

う
ち
、
各
市
１
施
設
ず
つ
ス
タ
ン
プ
を
集

め
て
応
募
し
て
く
だ
さ
い
。

　

施
設
備
え
付
け
の
指
定
の
応
募
は
が
き

募
集

れ 

い 

こ



　

東
予
地
方
局
産
業
振
興
課
農
産
物
安
全
係

　

〒
７
９
１
・
０
５
０
８

　

西
条
市
丹
原
町
池
田
１
６
１
１

　

０
８
９
８
・
68
・
７
３
２
２

　

０
８
９
８
・
68
・
３
０
５
６

　

tou-sangyo@pref.ehime.jp

通
信
制
で
高
校
卒
業
の
資
格
を
取

ろ
う
！

　

県
内
で
唯
一
の
公
立
通
信
制
課
程
が
あ

る
松
山
東
高
等
学
校
で
は
、
後
期
入
学

（
10
月
入
学
）
の
募
集
が
始
ま
り
ま
す
。

　

通
信
制
課
程
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
科
目

に
つ
い
て
、
レ
ポ
ー
ト
学
習
（
自
宅
の
自

学
学
習
）、
ス
ク
ー
リ
ン
グ
（
学
校
で
の

授
業
）
を
経
て
試
験
に
合
格
す
れ
ば
単
位

を
修
得
で
き
ま
す
。
ま
た
、
３
年
以
上
の

修
業
、
74
単
位
以
上
の
単
位
習
得
な
ど
の

条
件
を
満
た
せ
ば
、
全
日
制
や
定
時
制
課

程
と
同
じ
高
等
学
校
卒
業
の
資
格
が
得
ら

れ
ま
す
。
卒
業
後
は
大
学
や
専
門
学
校
な

ど
へ
の
進
学
の
道
も
選
べ
ま
す
。

　

誰
で
も
、年
齢
を
問
わ
ず
、自
分
の
ペ
ー

ス
で
学
習
が
で
き
ま
す
。
興
味
の
あ
る
方

は
、
左
記
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

９
月
２
日
（
月
）
～
９
月
12
日
（
木
）

必
着

※
募
集
要
項
（
入
学
願
書
）
は
配
布
し
て

い
ま
す
が
、
本
人
以
外
に
は
お
渡
し
で
き

ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い

　

愛
媛
県
立
松
山
東
高
等
学
校
通
信
制
課
程

０
８
９
・
９
４
５
・
０
１
３
１

放
送
大
学
10
月
入
学
生
募
集
！

　

放
送
大
学
で
は
、
平
成
25
年
度
第
２
学

期
（
10
月
入
学
）
の
学
生
を
募
集
し
ま
す
。

　

放
送
大
学
は
テ
レ
ビ
な
ど
の
放
送
や
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
授
業
を
行
う

通
信
制
の
大
学
で
、
心
理
学
・
福
祉
・
経

済
・
歴
史
・
文
学
・
自
然
科
学
な
ど
、
幅

広
い
分
野
を
学
べ
ま
す
。

　

資
料
を
無
料
で
送
付
い
た
し
ま
す
の

で
、
お
気
軽
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

８
月
31
日
（
土
）

　

放
送
大
学
愛
媛
学
習
セ
ン
タ
ー

０
８
９
・
９
２
３
・
８
５
４
４

愛
媛
県
食
品
表
示
ウ
ォ
ッ
チ
ャ
ー
募
集
！

　

愛
媛
県
で
は
、
県
内
の
食
品
販
売
店
舗

に
お
け
る
食
品
表
示
の
適
正
化
を
推
進
す

る
た
め
、地
域
で
活
躍
し
て
い
た
だ
く
「
愛

媛
県
食
品
表
示
ウ
ォ
ッ
チ
ャ
ー
」
を
募
集

し
ま
す
。

　

食
品
の
品
質
表
示
状
況
の
モ
ニ
タ
リ
ン

グ
及
び
報
告
、
不
適
正
な
食
品
表
示
の
通

報
で
、
任
期
が
平
成
25
年
11
月
１
日
～
平

成
27
年
10
月
31
日
の
２
年
間
で
す
。
謝
金

は
年
額
１
万
２
千
円
以
内
で
す
。

　

申
し
込
み
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
う

え
、
郵
送
、
フ
ァ
ク
ス
ま
た
は
メ
ー
ル
に

よ
り
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

　

８
月
30
日
（
金
）

子育てフェスタに参加してみませんか？
家族仮装大賞の出演者募集
　子育てフェスタ 2013 において、家族で参加する仮装大賞を開催いたします。
　あの人気テレビ番組のような仮装を家族で取り組むことで、家族の絆を深め、家族みんなの元気づく
りを目指します。優勝者には賞金がありますので、どしどしご応募ください。

　市内在住の方で、家族関係にある 2名以上のチーム（両親と子ども、祖父祖母と孫、兄妹、家族同士など）
１チーム３分以内で自分が決めたテーマに沿ってストーリーのある仮装を行う
　10 月 4 日（金）

子育てフェスタ出展者募集
　子育てフェスタ 2013 にあなたも出展しませんか？
フェスタ内でブース出展していただける方を募集します。
※詳細はこども課までお問い合わせください

　8月 30 日（金）

　　こども課 28-6027

四国中央市
子育て応援キャラクター 

　ほっこりん

フェスタに
参加して
楽しもう！

　10 月 27 日（日）10 時～ 16 時（予定）
　伊予三島運動公園体育館



　
「
モ
ノ
づ
く
り
が
生
き
残
る
た
め
の
売

る
力
」

　

川
之
江
文
化
セ
ン
タ
ー

　

50
名　

※
先
着
順

　

申
し
込
み
用
紙
は
産
業
支
援
課
窓
口
、

ま
た
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
で
き
ま
す
。
ま
た
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

は
入
力
フ
ォ
ー
ム
か
ら
申
し
込
み
も
で
き

ま
す
。

　
　

産
業
支
援
課　

28
・
６
１
８
６

　
https://www.city.shikokuchuo.

ehime.jp/
え
ひ
め
結
婚
支
援
セ
ン
タ
ー

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
推
進
員
募
集

　

県
が
開
設
し
た
え
ひ
め
結
婚
支
援
セ
ン

タ
ー
で
は
、
結
婚
支
援
イ
ベ
ン
ト
の
手
伝

い
や
幸
せ
な
結
婚
に
向
け
サ
ポ
ー
ト
し
て

い
た
だ
け
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
推
進
員
を
募

集
し
、
説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。

※
婚
活
中
の
方
、
婚
活
関
連
業
の
方
は
応

募
で
き
ま
せ
ん

東
予
地
区
説
明
会

　

８
月
25
日
（
日
）
13
時
30
分
～
15
時
30
分

　

四
国
中
央
市
福
祉
会
館
３
階
会
議
室

　

氏
名
、
電
話
番
号
、
説
明
会
の
参
加
希

「
女
性
起
業
塾
」
塾
生
募
集
！
（
無
料
）

　

経
営
に
携
わ
る
女
性
、
起
業
し
て
間
も
な

い
女
性
、
こ
れ
か
ら
起
業
を
考
え
て
い
る
女

性
の
集
い
の
場
を
創
出
し
、
情
報
交
換
や
相

互
の
激
励
な
ど
を
通
し
て
、
女
性
の
経
済
活

動
へ
の
進
出
を
支
援
し
ま
す
。

　

９
月
～
３
月
（
予
定
）
原
則
毎
月
１
回

開
催

19
時
30
分
～
21
時
（
変
更
あ
り
）

　

市
内
各
施
設
（
川
之
江
文
化
セ
ン
タ
ー

会
議
室
な
ど
）

　

30
名

　

８
月
30
日
（
金
）
※
定
員
に
空
き
が
あ

れ
ば
随
時
募
集
し
ま
す

　
　

産
業
支
援
課　

28
・
６
１
８
６

四
国
中
央
市
ビ
ジ
ネ
ス･

セ
ミ
ナ
ー

受
講
者
募
集
！
（
無
料
）

　

物
作
り
の
企
画
・
開
発
・
販
売
ま
で
の

基
本
的
な
流
れ
を
体
系
的
に
学
ぶ
こ
と
を

目
的
に
３
回
開
催
し
ま
す
。

①　

９
月
28
日
（
土
）
13
時
～
16
時

　
「
消
費
者
視
点
か
ら
考
え
る
商
品
開
発
」

②　

11
月
９
日
（
土
）
13
時
～
16
時

　
「
思
わ
ず
手
に
取
ら
せ
る
パ
ッ
ケ
ー
ジ
・

デ
ザ
イ
ン
」

③　

平
成
26
年
１
月
25
日
（
土
）

13
時
～
16
時

望
会
場
を
メ
ー
ル
で
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い

　

え
ひ
め
結
婚
支
援
セ
ン
タ
ー（
法
人
会
内
）

　

０
８
９
・
９
３
３
・
５
５
９
６

　

office@msc-ehime.jp

家
族
の
い
こ
い
ス
ペ
ー
ス
の
案
内

　

認
知
症
の
方
を
介
護
さ
れ
て
い
る
ご
家

族
の
方
、
日
頃
の
悩
み
を
情
報
交
換
し
ま

せ
ん
か
。

　

８
月
７
日
（
水
）
13
時
30
分
～
15
時

　

福
祉
会
館
３
階
会
議
室
１

備
　

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　

28
・
６
１
４
７

不
動
産
の
こ
と
な
ら
お
気
軽
に

不
動
産
無
料
相
談

日
８
月
８
日
（
木
）
13
時
～
17
時

　
　
（
社
）
愛
媛
県
宅
地
建
物
取
引
業
協

会　

四
国
中
央
連
絡
協
議
会
及
び
四
国
中

央
宅
建
協
会
（
宇
摩
建
設
会
館
３
階
）

　

24
・
２
２
３
５

も
の
忘
れ
チ
ェ
ッ
ク
体
験

　

心
配
な
も
の
忘
れ
の
疑
い
を
早
期
に
発

見
し
、
予
防
に
取
り
組
ん
で
い
た
だ
け
る

よ
う
に
、
パ
ソ
コ
ン
を
使
っ
た
タ
ッ
チ
パ

ネ
ル
式
の
「
も
の
忘
れ
相
談
プ
ロ
グ
ラ
ム
」

を
体
験
で
き
ま
す
。

　

８
月
７
日
（
水
）
13
時
30
分
～
16
時

　

福
祉
会
館
２
階

※
１
人
５
分
程
度
で
簡
単
に
で
き
ま
す

　

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　

28
・
６
１
４
７

若
者
し
ご
と
相
談(

無
料)

　

キ
ャ
リ
ア
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
が
就
職
や

仕
事
に
関
わ
る
相
談
を
お
受
け
し
ま
す
。

　

毎
週
木
曜
日　

10
時
～
16
時

　

東
予
地
方
局
６
階
商
工
観
光
室
別
室

　

15
～
44
歳
ぐ
ら
い
ま
で
の
方
、
ま
た
は

そ
の
保
護
者
や
教
職
員
の
方

※
電
話
で
前
日
ま
で
に
「
東
予
ブ
ラ
ン
チ

相
談
の
予
約
」
と
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い

　
　

ジ
ョ
ブ
カ
フ
ェ
愛
ｗ
ｏ
ｒ
ｋ

　

０
８
９
・
９
１
３
・
８
６
８
６

相
談



東
予
若
者
サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
出
張(

無
料)

相
談

　

心
の
ケ
ア
か
ら
、
自
立
に
必
要
な
ス
キ

ル
ア
ッ
プ
ま
で
ト
ー
タ
ル
に
サ
ポ
ー
ト
し

ま
す
。

　

８
月
５
日
（
月
）・
19
日
（
月
）

13
時
～
17
時

　

福
祉
会
館
１
階　

相
談
室

　

就
職
で
お
悩
み
の
15
～
39
歳
の
方
、
ま

た
は
そ
の
保
護
者

　

４
名
（
事
前
予
約
必
要
）

　
　

東
予
若
者
サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

（
新
居
浜
市
勤
労
青
少
年
ホ
ー
ム
内
）

　

０
８
９
７
・
32
・
２
１
８
１

精
神
障
が
い
者
当
事
者
学
習
交
流

会
の
ご
案
内

 

地
域
で
生
活
す
る
精
神
障
が
い
を
持
た

れ
る
方
の
た
め
の
学
習
・
交
流
の
場
が
あ

り
ま
す
。
ぜ
ひ
気
軽
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

　

８
月
22
日
（
木
）
14
時
～
15
時
30
分

　

四
国
中
央
市
保
健
セ
ン
タ
ー
１
階

　

ダ
イ
エ
ッ
ト
に
つ
い
て

　

豊
岡
台
病
院　

大
井
美
貴
さ
ん
（
栄
養

士
）、
星
川
明
奈
さ
ん
（
作
業
療
法
士
）

【
重
症
心
身
障
害
児
者
通
園
事
業
「
ひ
な

た
ぼ
っ
こ
」】
※
事
前
申
し
込
み
が
必
要

　

８
月
３
日
（
土
）
10
時
～
15
時

　

四
国
中
央
医
療
福
祉
総
合
学
院

　

医
師
、
看
護
師
、
理
学
療
法
士
、
な
ど

に
よ
る
療
育
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
に
よ

る
音
楽
療
法
な
ど

　

重
度
の
身
体
障
が
い
・
知
的
障
が
い
が
共

に
あ
る
方
（
在
宅
で
65
歳
未
満
）

　
　

生
活
福
祉
課  

障
害
者
福
祉
係

　

28
・
６
０
２
３

障
が
い
者
の
就
労
相
談
・
支
援

　

就
業
に
向
け
て
の
お
手
伝
い
、
職
場
で

の
支
援
、
休
日
の
過
ご
し
方
な
ど
の
相
談

を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
ま
た
、
事
業
所

の
方
か
ら
の
障
が
い
者
雇
用
に
関
す
る
相

談
な
ど
も
受
け
付
け
て
い
ま
す
の
で
、
お

気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

日
月
曜
日
～
金
曜
日　

９
時
～
18
時

　

伊
予
三
島
商
工
会
館
１
階

　

ジ
ョ
ブ
あ
し
す
と
Ｕ
Ｍ
Ａ

　

23
・
６
５
５
８
（
フ
ァ
ク
ス
兼
）

　
jobassist@lagoon.ocn.ne.jp

ピ
ア
サ
ポ
ー
ト
相
談

　

障
が
い
者
に
よ
る
障
が
い
者
へ
の
相
談

支
援
で
す
。

指
定
相
談
支
援
事
業
所

障
が
い
の
あ
る
方
へ

　
　

地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー　

光
と
風

　

58
・
７
０
３
３

生
活
福
祉
課　

障
害
者
福
祉
係

　

28
・
６
０
２
３

精
神
障
害
者
の
家
族
の
た
め
の
教
室

（
ハ
ー
ト
イ
ン
ハ
ー
ト
）
ご
案
内

　

精
神
障
害
者
（
主
に
統
合
失
調
症
）
の

家
族
の
た
め
の
教
室
を
実
施
し
ま
す
。
お

気
軽
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

　

８
月
26
日
（
月
）
13
時
30
分
～
15
時
30
分

　

四
国
中
央
市
保
健
セ
ン
タ
ー
１
階

　

親
亡
き
後
へ
の
備
え

　

社
会
福
祉
法
人
光
と
風　

髙
橋
昌
代
さ
ん

（
精
神
保
健
福
祉
士
・
土
居
わ
か
た
け
施
設
長
）

　

生
活
福
祉
課　

障
害
者
福
祉
係

　

28
・
６
０
２
３

障
が
い
児
者
療
育
支
援
事
業

相
談
日
程

【
発
達
に
心
配
が
あ
る
未
就
園
・
未
就
学

の
お
子
さ
ん
の
親
子
あ
そ
び
と
相
談
の
ひ

ろ
ば
（
ミ
ニ
ク
ラ
ブ
）】

　

週
３
回　

※
詳
細
は
問
い
合
わ
せ
先
へ

　

三
島
児
童
セ
ン
タ
ー
・
川
之
江
児
童
館
・

土
居
こ
ど
も
館

　

そ
う
だ
ん
さ
ぽ
ー
と
（
児
童
デ
イ
サ
ー

ビ
ス
ぽ
れ
ぽ
れ
内
）　

22
・
３
３
４
６

基
幹
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

　

 

23
・
７
０
４
４　

 

９
時
～
17
時
15
分

　

 

土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日

そ
う
だ
ん
さ
ぽ
ー
と

　

 

22
・
３
３
４
６　

 

９
時
～
17
時　

 

　

 

日
曜
・
月
曜
日

障
が
い
者
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

　

 

28
・
６
１
３
５　

 

　

 

８
時
30
分
～
17
時
15
分

　

 

土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日

光
と
風

　

 

58
・
７
０
３
３　

 

９
時
～
17
時　

 

　

 

日
曜
日
・
祝
日

安
心
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

　

 

29
・
５
６
７
７　

 

24
時
間　

 

な
し

シ
ン
シ
ア

　

 

58
・
４
５
８
０　
　
　
　
　
　
　

 

　

 

８
時
30
分
～
17
時
30
分

　

 

土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日

ひ
ま
わ
り

　

 

22
・
３
８
０
２　

 

８
時
～
17
時　

 

　

 

土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日

　

毎
週
火
曜
・
金
曜
日
10
時
～
15
時

　

商
工
会
館
１
階

　

障
が
い
ピ
ア
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

　

24
・
０
４
３
９



今月の納期

市県民税　2期分
国民健康保険料　2期分
後期高齢者医療保険料　2期分
介護保険料　2期分
市営住宅使用料　8月分
市営住宅駐車場使用料　8月分
※納期限　9 月 2日（月）

水道料金　7月分
下水道使用料　7月分
※納期限　8月 12 日（月）

相談日は変更する場合があります。事前に電話で問い合わせてください。
 法律相談　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問い合わせ先
 8/ 7（水）13：00 ～ 15：00 受付  川之江文化センター 1階

 社会福祉
 協議会
28-6127

 8/ 9（金） 8：30 ～ 11：00 受付  福祉会館
 8/20（火） 8：30 ～ 11：00 受付  福祉会館
 8/21（水）13：00 ～ 15：00 受付  川之江文化センター 1階
 8/28（水）13：30 ～ 15：30  土居福祉センター※要事前予約
 9/ 4（水）13：00 ～ 15：00 受付  川之江文化センター 1階
 9/10（火） 8：30 ～ 11：00 受付  福祉会館

 司法書士相談　※要予約
 8/ 5（月） 9：00 ～ 12：00  福祉会館  社会福祉

 協議会
28-6127

 8/14（水）13：00 ～ 16：00  川之江文化センター 1階
 9/ 5（木） 9：00 ～ 12：00  福祉会館

 人権相談
 8/ 5（月）13：00 ～ 15：00  福祉会館

人権啓発課
28-6028

 8/ 9（金）10：00 ～ 12：00  新宮公民館
 8/19（月）10：00 ～ 12：00  土居福祉センター
 9/ 2（月）13：00 ～ 15：00  福祉会館

 年金出張相談　※要予約
8/ 8（木）10：00 ～ 15：30  川之江文化センター

 新居浜
 年金事務所

 （0897）
35-1445

8/13（火）10：00 ～ 15：30  福祉会館
 8/22（木）10：00 ～ 15：30  川之江文化センター
 8/27（火）10：00 ～ 15：30  福祉会館
9/ 5（木）10：00 ～ 15：30  川之江文化センター

 行政相談
 8/ 5（月）10：00 ～ 12：00  福祉会館

総務課
28-6002

 8/ 9（金）10：00 ～ 12：00  新宮公民館
 8/12（月）  9：00 ～ 12：00  土居庁舎１階会議室
 8/20（火）13：30 ～ 15：30  川之江文化センター 2階
 8/26（月）10：00 ～ 12：00  福祉会館
 9/ 2（月）10：00 ～ 12：00  福祉会館

 一般・消費・ＤＶ相談（相談窓口）
 8/ 1（木） 9：00 ～ 11：30  川之江庁舎 1階相談室

 市民くらし
 の相談課
28-6143

 8/ 6（火） 9：30 ～ 11：30  新宮公民館
 8/ 8（木） 9：00 ～ 11：30  川之江庁舎 1階相談室
 8/13（火） 9：00 ～ 11：30  土居庁舎　1階会議室
 8/15（木） 9：00 ～ 11：30  川之江庁舎 1階相談室
 8/22（木） 9：00 ～ 11：30  川之江庁舎 1階相談室
 8/29（木） 9：00 ～ 11：30  川之江庁舎 1階相談室
 9/ 3（火） 9：30 ～ 11：30  新宮公民館

年中（土・日・祝日・年末年始を除く）
8：30 ～ 17：15

 市民くらしの相談課
 （本庁２階）

８月の相談日程 市民サロン

　 　　８月の移動市長室

　８月の市民サロンは都合によりお
休みとさせていただきます。
　
 
　 秘書広報課　28-6003



川
之
江
図
書
館

お
は
な
し
の
じ
か
ん（
幼
児
～
小
学
中
学
年
）

　

８
月
21
日
（
水
）
15
時
～
15
時
30
分

お
や
こ
ふ
れ
あ
い
あ
そ
び
（
乳
幼
児
）

　

８
月
27
日
（
火
）
10
時
～
11
時
30
分

お
や
こ
図
書
館

お
や
こ
で
お
は
な
し
会
（
乳
幼
児
）

　

８
月
３
日
（
土
）
10
時
30
分
～
11
時

三
島
図
書
館

き
ん
こ
ん
か
ん
の
お
は
な
し
か
み
し
ば
い

（
幼
児
～
小
学
３
年
生
）

　

８
月
３
日
（
土
）
14
時
～

お
は
な
し
☆
ら
っ
こ
（
乳
幼
児
～
）

　

８
月
17
日
（
土
）
10
時
～

土
居
図
書
館

ベ
ビ
ー
ド
ー
ナ
ツ
の
お
は
な
し
会（
乳
幼
児
）

　

８
月
７
日
（
水
）
10
時
～
10
時
30
分

人
権
啓
発
課
か
ら

害
者
に
接
近
禁
止
命
令
や
退
去
命
令
を

発
す
る
事
が
で
き
、
命
令
に
違
反
し
た

場
合
の
罰
則
も
定
め
て
い
ま
す
。

　

暴
力
を
ふ
る
わ
れ
る
方
に
責
任
は
あ

り
ま
せ
ん
。
ど
ん
な
理
由
が
あ
っ
て
も

暴
力
は
許
さ
れ
る
行
為
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
一
人
で
悩
ま
ず
、
身
近
な
人
や
公

的
機
関
な
ど
に
相
談
す
る
こ
と
が
大
切

で
す
。

人
権
の
日
学
習
会

　

８
月
11
日
（
日
）
10
時
～
12
時

　

交
流
学
習
会
（
新
居
浜
市
瀬
戸
会
館
）

　

川
之
江
隣
保
館　

28
・
６
２
５
４

人
権
の
ま
ち
づ
く
り
講
演
会

　

８
月
29
日
（
木
）
19
時
30
分
～
21
時

　

土
居
公
民
館

　

９
月
６
日
（
金
）
19
時
30
分
～
21
時

　

金
田
公
民
館

　

喜
岡　

淳じ
ゅ
ん

さ
ん
（
香
川
県
人
権
研
究

所
理
事
兼
事
務
局
長
、
四
国
医
療
福
祉

専
門
学
校
非
常
勤
講
師
）

　

人
権
啓
発
課　

28
・
６
０
２
８

川
之
江
図
書
館

と
ら
ま
る
人
形
劇
団
公
演
（
無
料
）

　

８
月
９
日
（
金
）　

14
時
～
15
時

　
「
な
き
む
し
も
も
た
ろ
う
」「
ぷ
～
ん
、

ち
ゃ
り
ん
」

　

１
０
０
名
（
先
着
順
）

　

８
月
６
日
（
火
）
９
時
受
け
付
け
開
始

三
島
図
書
館

夏
休
み
こ
ど
も
シ
ネ
マ
の
会
（
子
ど
も
向
け
）

　

８
月
22
日
（
木
）
10
時
～
10
時
30
分

　
「
森
の
い
え
（
グ
リ
ム
の
お
は
な
し
よ

り
）・
絵
か
ら
と
び
だ
し
た
ね
こ
（
日
本

の
お
ば
け
話
）」（
ア
ニ
メ
）

　

幼
児
か
ら　

※
幼
児
は
保
護
者
同
伴

土
居
図
書
館

夏
の
特
別
企
画
ド
ー
ナ
ツ
の
お
は
な
し
会

（
無
料
）

　

８
月
17
日
（
土
）
10
時
～
11
時

　

人
形
劇
・
ペ
ー
プ
サ
ー
ト
・
か
げ
絵
・

大
型
絵
本
・
パ
ネ
ル
シ
ア
タ
ー
・
た
い
そ

う
な
ど

図

書

館

の

イ

ベ

ン

ト

情

報

   

８月の休館日

川之江・三島・

土居図書館

 5（月）・12（月）・
19（月）・26（月）・
30（金）

おやこ図書館

 5（月）・12（月）・
19（月）・26（月）・
31（土）

　

Ｄ
Ｖ
と
は
配
偶
者
や
恋
人
な
ど
親
密

な
関
係
の
相
手
か
ら
ふ
る
わ
れ
る
暴
力

の
こ
と
で
、
被
害
者
の
心
身
を
傷
つ
け

る
ば
か
り
か
、
被
害
者
に
恐
怖
を
与
え
、

そ
の
尊
厳
を
著
し
く
傷
つ
け
る
人
権
侵

害
で
す
。

　
「
暴
力
」
に
は
、
殴
る
蹴
る
と
い
っ
た

身
体
的
暴
力
の
ほ
か
、
相
手
を
傷
つ
け

た
り
、
否
定
す
る
よ
う
な
こ
と
を
言
う
、

相
手
の
行
動
を
細
か
く
監
視
す
る
な
ど

の
精
神
的
暴
力
や
性
的
暴
力
な
ど
が
あ

り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
暴
力
は
、
家
庭
な

ど
の
私
的
な
場
で
起
こ
る
こ
と
が
多
い

た
め
、
表
面
化
し
に
く
く
、
そ
の
た
め
、

暴
力
が
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
、
被
害
が
深

刻
化
し
や
す
く
な
り
ま
す
。
こ
の
Ｄ
Ｖ

は
子
ど
も
に
も
精
神
的
な
苦
痛
を
与
え
、

虐
待
に
つ
な
が
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

最
近
は
、
こ
れ
ら
の
こ
と
が
テ
レ
ビ
な

ど
の
報
道
で
も
痛
ま
し
い
事
件
と
し
て

取
り
上
げ
ら
れ
社
会
的
な
問
題
と
な
っ

て
い
ま
す
。
ま
た
近
年
で
は
、
恋
人
間

の
暴
力
も
「
デ
ー
ト
Ｄ
Ｖ
」
と
し
て
問

題
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

Ｄ
Ｖ
は
許
さ
れ
な
い
行
為
で
あ
り
、

犯
罪
で
す
。
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防

止
と
被
害
者
の
保
護
を
図
る
た
め
「
配

偶
者
暴
力
防
止
法
（
Ｄ
Ｖ
防
止
法
）」
が

制
定
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
被
害
者
の

申
し
立
て
に
よ
っ
て
は
、
裁
判
所
が
加

Ｄ
Ｖ
（
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ
イ
オ
レ
ン
ス
）
っ
て
な
に
？

お

は

な

し

会


